≪通過型グループホーム運営取組方針（事業計画書）≫

１　ユニット情報

· ユニット名：

· ユニット所在地：

· 通過型事業開始日：

· 定員数：　○名

２　事業目的


３　運営方針


４　通過型グループホームの利用者入居にあたり考慮する事項

５　ユニットの職員体制

· 世話人（常勤）：○名　（保有資格：△△△）
· 世話人（非常勤）：○名　
· 顧問医：○名
６　関係機関・地域との連携


７　支援内容
（１）日常生活の支援　【下図はイメージ図（記載方法は任意）】
　　　　　
	項目（※）
	（１）
	（２）
	（３）

	食事
	献立の相談や買い物への同行、購入場所の情報提供、調理方法や配食サービスの申込の支援等食事を調達できるよう支援する。食事内容を確認し、適宜助言する。
	利用者自身で毎食の食事内容を考え、食事を取ることができるようにする。世話人は食事内容を確認し、適宜助言する。
	栄養管理を考慮した食事調達ができるよう支援する。世話人は食事内容を確認し、適宜助言する。

	服薬管理
	世話人が薬を管理し、服薬状況を毎日確認する。
	世話人が薬を管理し、週１回必要な量だけ利用者に渡す。利用者は服薬カレンダーで管理する練習をする。
	利用者が服薬カレンダーで薬を管理する。世話人は月１回服薬状況を確認する。

	金銭管理
	世話人が全面的に金銭管理を行い、毎日必要な現金を手渡す。お小遣い帳を記載する習慣をつけ、毎日世話人が確認する。
	週１回、世話人が利用者に必要な現金を手渡すとともに、お小遣い帳の確認をする。
	日常的な金銭は利用者が自己管理を行い、月１回、世話人が使用状況やお小遣い帳の確認をする。

	：
	：
	：
	：


· 食事、服薬管理、金銭管理のほか、身の回りの支援、入浴、排せつ、掃除、洗濯、調理、買い物、整理整頓、健康管理、契約関係、就労関係、人間関係、緊急時の対応、行政手続き、夜間支援、通院同行、家族との交流、本人の意識、相談支援、問題解決能力など、事業所が利用者の自立に向けて支援する具体的内容（ステップ）について記載する。

（２）退去に向けた支援




通過型グループホームを開始するに至った経緯や、法人としての理念、通過型グループホームに関する課題認識や今後の展望などについて記載する。








通過型グループホームの運営にあたり、事業所（ユニット）として重点を置く支援、自立促進の工夫や方策等を記載する。








利用者の意向、実施機関や指定特定相談支援事業者等関係機関との意見・情報交換による支援方針等、通過型グループホームへの入居について考慮する事項を具体的に記載する。








医療機関、実施機関、日中活動先及び成年後見人等との連携、情報交換について記載する。また、町内会行事の参加等地域との交流についても記載する。





自立





入居








本人のメンタル面の支援、実施機関等関係機関との連携方法や情報交換の頻度、退去先の決定、退去先の地域・環境の把握等、退去に向けて行う支援、退去後の支援内容等について記載する。
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